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はじめに 

 

那須烏山市は、那珂川や荒川などの清流や、美しい田園風

景や里山などを有しており、豊かな自然や歴史・文化が息づ

いたまちです。 

このすばらしい自然や環境を未来に引き継ぐため、平成３１（2019）年３月

に「第２次那須烏山市環境基本計画」を策定し、様々な環境施策や環境保全活動

に取り組んでまいりました。 

一方で、地球温暖化が進み、世界各国で猛暑や集中豪雨などの異常気象が観測

されており、本市におきましても、令和元年東日本台風により広範囲に甚大な被

害を受けることとなりました。さらに市内外において、プラスチックごみをはじ

めとする様々な環境問題が深刻化しており、温室効果ガスの削減や気候変動問

題は本市を含め世界規模での対応が求められています。 

このようなことから、令和２（2020）年７月、本市は「ゼロカーボンシティ

宣言」を共同表明し、令和６（2024）年度から令和10（2028）年度を計画

期間とする「第3次那須烏山市環境基本計画」を策定しました。 

本計画では、地球温暖化対策、廃棄物対策、自然環境の保全に関する取組みを

推進するものであります。 

今後も、本市が目指すべき環境将来像であります、「人と自然が共生し未来へ

つなぐ環境に配慮した地域づくり」を目指して、市民の皆様、事業者の皆様とと

もに協働し、環境に配慮した持続可能なまちづくりに取り組んでまいりたいと

考えております。 

結びに、本計画の策定にあたりまして、熱心なご議論またはご審議をいただき

ました那須烏山市環境審議会の各委員の皆様、貴重なご意見・ご提言をいただき

ました市民の皆様に深く感謝を申し上げます。 

令和６（2024）年３月 

那須烏山市長 川俣 純子 
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第１章   計画の基本的事項  

第１節  計画策定の趣旨  

第２次那須烏山市環境基本計画（以下「前計画」という。）は、平成20（2008）

年４月１日に施行された那須烏山市環境基本条例の基本理念に基づき、環境保全に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための指針として平成31（2019）年３

月に策定され、市、事業者、市民の役割分担のもと各種取組を展開してまいりました。 

このような中、国連サミットで採択された国際社会共通の目標であるSDGs（持続

可能な開発目標）＊の達成や脱炭素社会を構築するためのカーボンニュートラル＊の

令和32（2050）年実現に向けた取組など、新たな施策に対応していく必要があり

ます。 

このような状況を踏まえ、本市の環境の現状と課題を把握し、その対策の実効と新

たな社会への順応を促し、豊かな自然環境と共生するまちづくりを進めていくため、

また、前計画が令和５（2023）年度をもって期間が終了することから、新たに第3

次那須烏山市環境基本計画（以下「本計画」という。）を策定するものです。 

なお、本計画では、「地球温暖化対策実行計画」及び「地域気候変動適応計画」を

新たに組み入れ環境分野における各種計画の一体的策定を図るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊SDGs（持続可能な開発目標）：Sustainable Development Goals 
平成27（2015）年９月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能
な開発のための2030アジェンダ」に記載された、令和12（2030）年までに持続可
能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成さ
れ、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみな
らず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日本としても積
極的に取り組んでいます。 

 
＊カーボンニュートラル 

私たちの活動で排出される二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量から、森林などに
よる吸収量を差し引いて、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることをいいま
す。 
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第２節  計画の位置づけ  

本計画は、那須烏山市環境基本条例第９条に基づき定められたもので、環境の保全

に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画として位置づけられてい

ます。 

環境保全に関する個別計画や施策は、この計画の基本的な方向に沿って策定、実施

するものとし、施策や事業の実施にあたっては、環境への負荷が軽減されるよう十分

に配慮するものとします。 

また、国、県の環境基本計画及び関連計画とも整合を図るとともに、SDGsとの関

連性やカーボンニュートラルを含め、効果的かつ効率的な計画の推進を図るものとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

那須烏山市第３次総合計画 

新たな未来への第一歩 市民が主役のまち 那須烏山市 

４ 未来につなぐ安全・安心な暮らしを守る 

基本目標・・・ 

個別計画・・・ 

那須烏山市環境基本条例 

第３次那須烏山市環境基本計画 
（環境分野の総合計画） 

国の環境基本計画 

栃木県環境基本計画 

国の気候変動適応計画 

栃木県気候変動対策推進計画 環境関連個別計画・・・ 
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第３節  計画の期間  

本計画は、令和６（2024）年度から令和10（2028）年度までの５か年間を計画

期間とします。なお、計画の進捗状況や社会•経済情勢に大きな変化が生じた場合に

は、上位計画等との整合性を図り、適宜計画の修正•見直しを行うこととします。 

 

 

H31 

(2019) 
・・・ 

R５ 

(2023) 

R6 

(2024) 
・・・ 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 
・・・ 

        

 

        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

前計画 

本計画 

次期計画 
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第４節  那須烏山市環境基本条例  

那須烏山市環境基本条例（以下「環境基本条例」という。）は、環境の保全につい

て、基本理念を定め、並びに市、事業者、市民及び滞在者の責務を明らかにするとと

もに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めること等を目的として平成

20（2008）年３月26日に制定されました。 

環境基本条例に定める「基本理念」「基本方針」「各主体の責務（役割）」を以下

に示します。 

 

 

基本理念 

◎環境の保全は、市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともにその環境が将来の

世代に継承されるよう適切に行わなければならない。 

◎環境の保全は、人と自然が共生し、環境への負荷が少ない循環を基調とした持続的に発展

することができる社会が構築されることを旨として行わなければならない。 

◎環境の保全は、すべての者が参加し、適正な役割分担の下に自主的かつ積極的に取り組ま

なければならない。 

◎環境の保全は、すべての者がこれを自らの課題として認識し、あらゆる日常生活及び事業

活動において推進されなければならない。 

 

 

基本方針 

(1)人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう

大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。 

(2)生態系＊の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環

境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。 

(3)人と自然との豊かなふれあいを確保するとともに、地域の個性を生かした良好な景観の形

成、歴史的文化的遺産の保全及び活用を図ることにより、潤いと安らぎのある良好な環境

を確保すること。 

(4)環境に配慮した負荷の少ない循環型社会を構築するため、エネルギーの有効利用、資源の

再資源化、廃棄物の減量化等を促進すること。 

 

 

＊生態系 
生物と生物を取り巻くそれ以外の環境が相互に関係しあって、生命の循環をつくりだ
しているシステムをいいます。 
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主体 責 務（役 割） 

市 

○基本理念にのっとり、環境の保全に関する地域の自然的社会的条件

に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し実施します。また、必要に

応じ各関係機関と協力し施策を推進します。 

○事業者、市民が計画に基づく取組を自発的に行えるよう支援を行い

ます。 

○自治体としての役割のみでなく、市内の大きな一事業者と認識し、自

ら率先して施策に基づいた計画的な取組を実施します。 

事業者 

○基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製

造、加工または販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活

動に係る製品その他の物が使用され、または廃棄されることによる

環境への負荷の低減に資するよう努めるとともに、その事業活動に

おいて、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務

等を利用するよう努めます。 

○事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減、緑化の推進その他

環境の保全に自ら積極的に努めます。 

○市が実施する環境の保全に関する施策に協力します。 

市民 

○基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常

生活に伴う資源及びエネルギーの節約、廃棄物の排出の抑制等その

他環境への負荷の低減に努めます。 

○環境の保全に自ら積極的に努めます。 

○市が実施する環境の保全に関する施策に協力します。 

 

 

事業者、市民においては、環境基本条例に基づき、本計画の主旨を理解した協力・

協働・自らの行動が求められます。 
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第５節  計画の構成  

本計画の構成は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１章 

計画の基本的事項 

第２章 

環境の現状 

第５章 

環境の将来像と基本目標 

計画の基本的事項を 

定めます 

統計情報、前計画の実績、 

市民の意識等から環境の現状 

を明らかにします 

環境の将来像と 

基本目標を定めます 

PDCAサイクルを活用した 

計画の推進体制及び進捗管理方法を定めます 

第３章 

地球温暖化対策実行計画 
第４章 

地域気候変動適応計画 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

第21条に基づく「区域施策編」と 

「事務事業編」を定めます 

気候変動適応法第12条に基づく 

「地域気候変動適応計画」を 

定めます 

第６章 

施策の展開 

環境の将来像と基本目標を実現するための 

施策について、第３章、第４章に示す 

地球温暖化対策、気候変動適応を含めた 

施策を示します 

第７章 

計画の推進 
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緩和と適応 

地球温暖化の対策には、その原因物質である温室効果ガス排出量を削減する（または植林な

どによって吸収量を増加させる）「緩和」と、気候変化に対して自然生態系や社会・経済シス

テムを調整することにより気候変動の悪影響を軽減する（または気候変動の好影響を増長さ

せる）「適応」の二本柱があります。 

地球温暖化対策実行計画とは緩和策にあたり、市役所の事務事業から排出される温室効果

ガスを削減する「事務事業編」と市域全体から排出される温室効果ガスを削減する「区域施策

編」があります。 

また、地域気候変動適応計画とは文字通り適応策であり、市域で起こりうる様々な影響に対

する適応策を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム（気候変動適応センター） 
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第２章   環境の現状  

第１節   地域の概況  

１  位置  

本市は首都圏150ｋｍ圏内で栃木県の東部に位置し、県都宇都宮市から概ね30～

35ｋｍの距離にあります。総面積は174.35ｋ㎡で、県全体の2.7％になり、西部は

高根沢町、北部はさくら市、那珂川町、南部は市貝町、茂木町、東部は茨城県常陸大

宮市に接しています。 

地勢は、八溝山系に属し、那珂川が平野部を貫流し、那珂川右岸には丘陵地帯が形

成され、丘陵を縫うように荒川や江川などの大小河川が貫流しています。この地帯に

南那須市街地、烏山市街地が形成されています。那珂川左岸は、東部山間地帯となっ

ており、那珂川県立自然公園＊に属する山間地と小河川で形成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊自然公園 
優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図るため指定された区域
をいいます。国が指定する国立公園と国定公園、県が指定する県立自然公園がありま
す。 
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２  人口及び世帯数  

本市の世帯数は横ばいで推移していますが、人口については減少傾向にあり、１世

帯当たりの人員も減少しています。 

また、３区分年齢別人口を見ると、65歳以上の人口比率が増えており、少子高齢

化が進んでいることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳に基づく栃木県の人口及び世帯数 
（栃木県 各年１月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市町村別の年齢階級別人口 
（栃木県 各年１月） 
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人口 世帯数 １世帯あたりの人員
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34.1 35.1 35.9 36.7 37.7
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平成30（2018）年 平成31（2019）年 令和2（2020）年 令和3（2021）年 令和4（2022）年

年齢階級別人口の推移

年少人口(15歳未満) 生産年齢人口(15～64歳) 老年人口(65歳以上)
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３  気  象  

本市の気候は、令和４（2022）年の結果によれば、年間平均気温13.5℃、年間降

水量は約1156.5mmで、年間の寒暖の差と昼夜の気温差が大きい典型的な内陸性の

気候となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：気象庁（令和４（2022）年データ） 

 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

（ｍｍ）（℃）
気象の状況

降水量合計 日平均気温 日最高気温の平均 日最低気温の平均



11 

第２節  前計画の実績と評価  

前計画で掲げた目標指標について、その実績と評価を示します。以下の表において

「現状」とは前計画策定時の状態を示します。 

 

１  人と自然が共生するまちづくり  

 ①農村環境の保全・活用 

項目 単位 
現状

（H30） 
(2018) 

目標値
（R4） 
(2022) 

実績
（R4） 
(2022) 

達成 

経営耕地面積 ha 2,463 2,470 2,486 〇 

耕作放棄地面積 ha 268 260 310 × 

 

経営耕地面積は増加目標よりさらに16ha増加して目標達成となり、耕作放棄地面

積は減少目標より50ha増加して目標未達成となりました。 

 

 

 ②森林環境の保全・活用 

項目 単位 
現状

（H30） 
(2018) 

目標値
（R4） 
(2022) 

実績
（R4） 
(2022) 

達成 

森林経営計画認定面積 ha 1,914 1,930 1,686 × 

 

森林経営計画認定面積は増加目標より244ha減少して目標未達成となりました。 

 

 

 ③生態系の保全 

項目 単位 
現状

（H30） 
(2018) 

目標値
（R4） 
(2022) 

実績
（R4） 
(2022) 

達成 

イノシシの捕獲頭数（年間） 頭 276 300 128 × 

外来魚等捕獲数（年間） kg 138 150 79.54 × 

 

イノシシの捕獲頭数（年間）は増加目標より172頭減少して目標未達成、外来魚等

捕獲数（年間）も増加目標より70.46kg減少して目標未達成となりました。 
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２  安全安心で快適に暮らせるまちづくり  

 ①公害対策の推進 

項目 単位 
現状

（H30） 
(2018) 

目標値
（R4） 
(2022) 

実績
（R4） 
(2022) 

達成 

生活排水処理施設普及率 ％ 55.2 64.0 63.1 × 

公害苦情処理件数（年間） 件 17 12 10 〇 

 

生活排水処理施設普及率は増加目標より0.9%不足で目標未達成、公害苦情処理件

数（年間）は減少目標より２件減少して目標達成となりました。 

 

 

 ②歴史的環境、景観の保全・活用 

項目 単位 
現状

（H30） 
(2018) 

目標値
（R4） 
(2022) 

実績
（R4） 
(2022) 

達成 

空き家等情報バンクによる成約件
数（年間） 

件 10 10 11 〇 

烏山城跡の国史跡指定 － 未指定 指定 指定 〇 

 

空き家等情報バンクによる成約件数（年間）は維持目標より１件増加で目標達成、

烏山城跡は国史跡指定となり目標達成となりました。 

 

烏山城跡（国指定史跡） 

烏山城は、町の中心より北西に位置する八高山（206ｍ）に築かれた山城で、山の形が牛

の寝ている姿に似ていることから、別名「臥 牛 城
がぎゅうじょう

」とも呼ばれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良好な状態で残る石垣 

出典：那須烏山市ホームページ 
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３  地球温暖化対策と循環型のまちづくり  

 ①低炭素社会の構築 

項目 単位 
現状

（H30） 
(2018) 

目標値
（R4） 
(2022) 

実績
（R4） 
(2022) 

達成 

市役所の温室効果ガスの総排出量
の削減率（年間） 

％ 18 8 10 〇 

学校給食における地場農産物（栃木
県産）の活用率 

％ 48.3 50.0 60.7 〇 

 

市役所の温室効果ガスの総排出量の削減率（年間）は、目標８％のところ10％削

減となり目標達成、学校給食における地場農産物（栃木県産）の活用率は目標50%

のところ60.7%となり目標達成となりました。 

 

 ②循環型社会の構築 

項目 単位 
現状

（H30） 
(2018) 

目標値
（R4） 
(2022) 

実績
（R4） 
(2022) 

達成 

一般廃棄物の資源化率 ％ 16.7 18.0 21.9 〇 

市民一人当たりのごみの排出量 
（１日当たり） 

ｇ 855.3 774.0 940.0 × 

ごみ分別アプリのダウンロード数
（年間） 

件 181 200 436 〇 

 

一般廃棄物の資源化率は増加目標より3.9％増加して目標達成、市民一人当たりの

ごみの排出量（１日当たり）は削減目標より166ｇ増加して目標未達成、ごみ分別ア

プリのダウンロード数（年間）は増加目標より236件増加して目標達成となりまし

た。 

 

４  参画と協働による環境のまちづくり  

 ①環境保全の担い手育成の推進 

項目 単位 
現状

（H30） 
(2018) 

目標値
（R4） 
(2022) 

実績
（R4） 
(2022) 

達成 

那須烏山ジオパーク構想普及啓発
事業の参加者数（年間） 

人 490 800 878 〇 

花づくり事業参加団体数（年間） 団体 15 17 11 × 

 

那須烏山ジオパーク構想普及啓発事業の参加者数（年間）は、増加目標より78人

増加し目標達成、花づくり事業参加団体数（年間）は増加目標より６団体減少となり

目標未達成となりました。  
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第３節  市民の意識（総合計画アンケート）  

総合計画策定時（令和３（2021）年11月）に実施したアンケートの結果のうち、

環境に関する部分について抜粋して示します。 

なお、アンケートは市内全域の18歳以上の市民2,000人を対象に行い、764件の

回答がありました。 

 

○那須烏山市の誇れるもの・特色について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

那須烏山市の誇れるもの・特色については、「美しい山や川などの自然資源」「伝

統ある祭りや独自のイベントなどの文化資源」に誇りを持っている結果となりました。 

 

 

○これから重視すべきまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これから重視すべきまちづくりについては、「豊かな自然環境につつまれた美しい

まちづくり」が５番目に多い回答となりました。 

  

29.3%

22.1%

14.0%

8.5%

6.4%

5.6%

3.8%

2.6%

2.4%

5.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

美しい山や川などの自然資源（八溝山系の里山、那珂川、荒川など）

伝統ある祭や独自のイベントなどの文化資源（山あげ祭、ささら獅子舞など）

名勝・史跡などの歴史的資源（龍門の滝、長者ヶ平、烏山城跡、どうくつ酒蔵など）

地元ならではの味覚を提供する美味しい食材（鮎、そば、地酒など）

素朴で人情味のあふれる市民性（人と人とのつながり、交流など）

特色ある豊かな農業生産の環境（稲作、果樹、畜産など）

自然を活かした観光レクリエーション資源（カヌー、釣り、観光ヤナなど）

その他

伝統的な工芸をはじめとする工業生産の環境（烏山和紙、烏山焼など）

無効・無回答

30.8%

27.7%

26.0%

23.7%

22.8%

22.6%

21.7%

17.7%

17.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

明るく健やかな子どもが生まれ育つ子育て環境の充実したまちづくり

高齢者や障がい者などが安心して暮らせる福祉のまちづくり

医療機関や健康づくりの施策が進んだ健康のまちづくり

買い物がしやすい商業環境や利用しやすい公共サービスがある便利なまちづくり

豊かな自然環境につつまれた美しいまちづくり

道路、公園、上・下水道などの生活環境が充実したまちづくり

自家用車に頼らず容易に市内を移動できる公共交通の充実した便利なまちづくり

自然災害、交通事故、犯罪の少ない安全なまちづくり

商業や工業の発展及び雇用労働機会の安定した活気のあるまちづくり
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○環境に対する取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境に対する取組については、「ごみの減量化・リサイクルの推進」の回答が５割

を超え、最も多い結果となりました。 

 

 

 

 

「水平リサイクル」と「カスケードリサイクル」 

「水平リサイクル」とは、例えば、使用済ペット

ボトルを細かく砕き、洗浄等をした後、再びペット

ボトルに戻すなど、使用済製品を再生利用して、再

び元の製品に戻すことを言います。通常は再生利用

の際の加熱処理等により素材の品質が劣化するた

め、元の製品に戻すことは技術的にとても難しく、

全国的に「水平リサイクル」の取組はあまり進んで

いませんが、飲料用ペットボトルの分野では、県内

の処理業者の技術により、使用済ペットボトルのみ

を原材料とした「水平リサイクル」が実用化されて

います。 

一方、「カスケードリサイクル」とは、例えば、

使用済ペットボトルを原材料として再利用し、衣類、

フィルム、各種容器等を製造するなど、素材の品質

に応じて、使用済製品とは異なる種類の製品を製造

することを言います。 

 

 

出典：栃木県資源循環推進計画  

56.5%

36.4%

30.5%

25.5%

21.3%

17.7%

17.7%

16.4%

9.9%

2.1%

4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ごみの減量化・リサイクルの推進

再生可能エネルギーの有効利用

環境教育・学習の充実（特に次世代を担う子供に対して）

森林の保全整備等による緑化の推進

広報紙、パンフレット、ホームページ等による環境情報の提供

低公害車や太陽光発電など、環境にやさしい技術の公共施設への導入

省エネルギー型設備や機器を導入（購入）する際の支援（補助・融資等）

再生可能エネルギー機器等の導入に関する補助制度の充実

環境保全のために活動している市民団体等への支援

その他

無効・無回答
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○ごみの減量化やリサイクルの取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみの減量化やリサイクルの取組については、「できる範囲で取り組んでいきたい」

の回答が６割を超え、最も多い結果となりました。 

 

 

○日常生活での地球温暖化防止の取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活での地球温暖化防止の取組については、「費用がかかっても、不便になら

ない範囲で取組を実施すればよい」の回答が４割程度となり、最も多い結果となりま

した。 

 

  

64.7%

29.3%

3.3%

1.0%

0.3%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

できる範囲で取り組んでいきたい

積極的に取り組んでいきたい

わからない

取り組むつもりはない

その他

無効・無回答

39.9%

33.1%

21.1%

2.2%

0.9%

2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

費用がかかっても、不便にならない範囲で

取り組みを実施すればよい

不便になっても、費用がかからない範囲で

取り組みを実施すればよい

今より不便になり、費用がかかっても積極

的に取り組みを行う必要がある

不便になるのも費用もかけたくないので、

取り組みを行う必要はない

その他

無効・無回答
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第４節  自然環境  

平成29（2017）年度に実施した簡易の自然環境調査及び市域全体を対象とした

文献調査の結果を示します。 

調査地点は平成19（2007）年度から平成20（2008）年度に実施した自然環境

基礎調査の調査地点４地点（①～④）のうち「③丘陵地域（曲田）」、「④水田地域

（藤田朝風）」の２地点となっています。 

また、本調査結果には本市が保有する自然環境現況調査報告書「⑤森林地域（横枕）」

のデータも文献として含まれています。 

本調査によって確認された種数の内訳を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑤ 

森林地域（大木須道祖神） 

森林地域（横枕） 

河川地域（向田東） 

丘陵地域（曲田） 

水田地域（藤田朝風） 
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１  植物  

確認された植物は143科1,104種でした。このうち、｢環境省レッドリスト＊

2020｣及び「栃木県版レッドリスト（2023改訂版）」に記載のある注目すべき植物

は39科82種でした。 

現地調査では、ミズニラ、タコノアシ、ヌマゼリ等の湿地性植物や、エビネ、ギン

ラン、キンラン等の森林性植物が確認され、本市には多様な自然環境が存在すること

がうかがえます。 

 

 

*レッドリスト 
絶滅のおそれのある野生生物の種のリストをいいます。 
 

 

 

 

レッドデータとちぎWEBについて 

栃木県では、希少な野生動植物への理解促進を図るため、ホームページ上で、分布情報や写

真等をわかりやすく検索・閲覧できるサイト「レッドデータとちぎWEB」を開設しています。 

ホームページでは、栃木県版レッドリスト2023に掲載されている希少な動植物種につい

て、位置情報と写真を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：レッドデータとちぎWEB 
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２  ほ乳類  

確認されたほ乳類は11科16種、このうち、注目すべきほ乳類は４科５種でした。 

現地調査では、農耕地、二次林＊、河川等の広い範囲を行動圏としているノウサギ、

タヌキ、ハクビシン等が確認されており、豊かな里山環境が残されていることがうか

がえます。 

 

  

ハクビシンの糞（③曲田） モグラ塚（④藤田朝風） 

  

タヌキの足跡（④藤田朝風） タヌキ（④藤田朝風） 

 

 

 

 

 

 

*二次林 
人為的あるいは自然災害などによって撹乱を受けた後に、自然の力によって樹木が生長
して形成された森林をいいます。里山や雑木林なども二次林にあたります。 
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３  鳥類  

確認された鳥類は36科90種、このうち、注目すべき鳥類は15科22種でした。 

現地調査では、水辺やその周辺にある二次林ではダイサギ、ホオアカ等のほか、ミ

サゴ、サシバ等の希少な猛禽類も確認されました。 

 

  

ガビチョウ（③曲田） カルガモ（④藤田朝風） 

  

ホオアカ（④藤田朝風） ホオジロ（④藤田朝風） 
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４  両生類  

確認された両生類は５科12種であり、このうち、注目すべき種は４科９種でした。 

現地調査では多くのカエル類が確認され、水田地帯にはトウキョウダルマガエル、

シュレーゲルアオガエル等、河川にはツチガエル、カジカガエル等の注目すべき種が

生息しており、豊かな水辺環境が残されていることがうかがえます。 

 

  

シュレーゲルアオガエル（③曲田） ニホンアカガエル（③曲田） 

 

ツチガエル（③曲田） 
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５  は虫類  

確認されたは虫類は５科８種であり、確認された種のすべてが注目すべき種でした。 

現地調査では里山を代表するシマヘビ、ヒバカリ、ヤマカガシ等の注目すべき種が

確認されました。 

 

  

ヒバカリ（③曲田） ニホンカナヘビ（④藤田朝風） 

 

 

ネイチャーポジティブ（自然再興） 

ネイチャーポジティブ（自然再興）とは、自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失

を止め、反転させることを意味します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ネイチャーポジティブ（自然再興）の実現には、上記の図のように、生態系の保全と回復だ

けでなく、気候変動対策、持続可能な生産・消費のための取組等も必要です。 

出典：2030生物多様性枠組実現日本会議  
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６  昆虫類  

確認された昆虫類は191科1,143種であり、このうち、注目すべき種は36科76

種でした。 

現地調査では、水辺環境に依存するヨツボシトンボ、チョウトンボ等の希少なトン

ボ類、草地にはギンイチモンジセセリ、ツマグロキチョウ等の希少なチョウ類が確認

されました。 

 

  

ギンイチモンジセセリ（④藤田朝風） タガメ（③曲田） 

  

モートンイトトンボ（③曲田） ヨツボシトンボ（③曲田） 
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第３章   那須烏山市地球温暖化対策実行計画  

近年、世界各地で平均気温の急激な上昇に伴い、海水面の上昇や気候変動が観測さ

れ、生態系や人類の活動への悪影響が懸念されています。 

平成27（2015）年には国際的な地球温暖化対策の枠組みである「パリ協定」が

採択され、世界の平均気温上昇を産業革命以前から２℃未満とし、1.5℃未満に抑え

る努力をするという目標が世界で共有されることになりました。  

こうした国際的な動きの中、令和２（2020）年10月、首相の所信表明演説にて

令和32（2050）年に国内の温室効果ガス排出量を実質ゼロにする、カーボンニュ

ートラルを目指すことが宣言され、脱炭素社会の実現に向けた動きが加速化していま

す。本市では、平成26（2014）年３月に「那須烏山市地球温暖化対策実行計画（事

務事業編）」を、平成31（2019）年３月に「第２次那須烏山市地球温暖化対策実行

計画（事務事業編）」を策定し、市役所自らが率先して温室効果ガス排出量の抑制を

行うべく、計画的な地球温暖化対策の推進を図ってきたところであります。 

このような中、令和３（2021）年４月には、国の新たな温室効果ガス削減目標と

して、令和12（2030）年度の排出目標を平成25（2013）年度比で46％削減する

ことが示され、同年５月には、地球温暖化対策推進法の改正により令和32（2050）

年カーボンニュートラルが基本理念として法律上に明記されました。脱炭素社会に向

けた取組を進めることによって、地球温暖化対策を推進することが求められています。 

本市においても、国の新たな削減目標に沿った目標値を設定し、カーボンニュート

ラルやSDGsといった新たな見地も組み込みながら、現行計画の見直しを行い、より

積極的な地球温暖化対策を展開していきます。 

なお、今回は環境基本計画の中に盛り込み、他の環境施策と合わせて戦略的かつ重

点的に施策を推進していきます。 
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第１節  市域における温室効果ガス対策（区域施策編）  

１  市域からの温室効果ガス排出量の現状  

本市における平成25（2013）年度の温室効果ガス排出量は202千ｔ-CO2
＊とな

っており、部門別の比率では運輸部門の排出量が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：自治体排出量カルテ（環境省） 

 

 

令和2（2020）年度は168千ｔ-CO2となっており、部門別の比率では産業部門

と運輸部門の排出量が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：自治体排出量カルテ（環境省） 

 

＊ｔ-CO2（とんしーおーつー）：二酸化炭素１ｔを意味する単位です。 

産業部門

33%

業務その他部門

13%
家庭部門

19%

運輸部門

33%

製造業

建設業・鉱業

農林水産業

業務その他部門

家庭部門

自動車

鉄道

船舶

一般廃棄物

平成25

（2013）年度

排出量

(千t-CO2)

合　　計　 202 100%

産業部門 50 25%

製造業 33 16%

建設業・鉱業 2 1%

農林水産業 15 7%

業務その他部門 34 17%

家庭部門 44 22%

運輸部門 70 35%

自動車 68 33%

旅客 36 18%

貨物 32 16%

鉄道 2 1%

船舶 0 0%

廃棄物分野（一般廃棄物） 3 2%

部門 構成比

令和2

（2020）年度

排出量

(千t-CO2)

合　　計　 168 100%

産業部門 56 33%

製造業 50 30%

建設業・鉱業 2 1%

農林水産業 4 2%

業務その他部門 22 13%

家庭部門 32 19%

運輸部門 55 33%

自動車 54 32%

旅客 27 16%

貨物 27 16%

鉄道 2 1%

船舶 0 0%

廃棄物分野（一般廃棄物） 3 2%

部門 構成比
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市域の総排出量は令和２（2020）年度に増加しましたが、おおむね減少傾向で推

移しています。 

部門別比率では産業部門がやや増加傾向にありますが、これは本市の製造品出荷額

等が伸びていることが一因と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：自治体排出量カルテ（環境省） 

 

 

２  市域からの温室効果ガス削減目標  

国では、平成25（2013）年度比で、令和12（2030）年度までに温室効果ガス

排出量を46％削減する中期目標、令和32（2050）年までには温室効果ガス排出量

を実質ゼロにする長期目標を掲げています。 

これは、平成30（2018）年に公表されたIPCC＊「1.5℃特別報告書」において、

「世界全体の平均気温の上昇を、２℃を十分下回り、1.5℃の水準に抑えるためには、

温室効果ガス排出量を令和32（2050）年頃に正味ゼロとすること」が必要とされ

ていることに基づくものです。 

本市においても令和12（2030）年度の削減目標を平成25（2013）年度比46％

削減とします。 

 

 

＊IPCC：Intergovernmental Panel on Climate Change 
（気候変動に関する政府間パネル） 

各国政府から推薦された研究者が最新の気候変動に関する研究結果をもとに、 
①自然科学的根拠(地球温暖化の現状や今後の見通し)、②地域や生態系への影響、 
③緩和策の3つの報告書と統合報告書を数年ごとに発表しています。 
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国のCO₂排出（削減）目標 

温室効果ガス排出量・吸収量  
（単位：億ｔ-CO2） 

2013排出実績 2030排出量 削減率 

14.08 7.60 ▲46％ 

エネルギー起源CO2 12.35 6.77 ▲45％ 

 

部
門
別 

産業 4.63 2.89 ▲38％ 

 
業務その他 2.38 1.16 ▲51％ 

 
家庭 2.08 0.70 ▲66％ 

 
運輸 2.24 1.46 ▲35％ 

 
エネルギー転換 1.06 0.56 ▲47％ 

非エネルギー起源CO2、 
メタン、N2O 

1.34 1.15 ▲14％ 

HFC等４ガス(フロン類) 0.39 0.22 ▲44％ 

吸収源 － ▲0.48 － 

二国間クレジット制度(JCM) 
官民連携で2030年度までの累積で１億t-CO2程度の国際
的な排出削減・吸収量を目指す。我が国として獲得したクレ
ジットを我が国のNDC達成のために適切にカウントする 

出典：地球温暖化対策計画 概要（令和３年10月22日閣議決定） 

 

 

那須烏山市のCO₂排出（削減）目標 

温室効果ガス排出量・吸収量  
（単位千ｔ-CO2） 

現状値 目標値 

令和2 
（2020）年度 

令和12 
（2030）年度 

温室効果ガス排出量 
現状値：168 
基準値：202 

109 
（削減率46％） 

 
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
Ｃ
Ｏ

２ 

産業部門排出量  
現状値：  56 
基準値：  50 

33 
（削減率35％） 

 業務その他部門排出量 
現状値：  22 
基準値：  34 

17 
（削減率51％） 

 家庭部門排出量 
現状値：  32 
基準値：  44 

17 
（削減率63％） 

 運輸部門排出量  
現状値：  55 
基準値：  70 

41 
（削減率41％） 

 
一般廃棄物排出量  
（非エネルギー起源） 

現状値：   3 
基準値：   3 

2 
（削減率23％） 

※現状値及び基準値は、環境省自治体排出量カルテ（栃木県那須烏山市）参照  
※基準値は平成25（2013）年度 
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市域の温室効果ガス削減目標 

項目 

平成25 
（2013）年度 

排出量 

令和12 
（2030）年度 

削減目標 

令和12 
（2030）年度 

排出量 

市域からの排出量 202千ｔ-CO2 46％ 109千ｔ-CO2 

 

区域における具体的な温室効果ガス対策は「第６章 施策の展開」の中で体系的に

示し、本計画の評価・分析と合わせて一体的に進捗管理を行います。 

 

 

ゼロカーボンシティ宣言について 

令和２（2020）年7月28日、関東甲地域40団体（73市町村）と民間事業者２社で構成す

る「廃棄物と環境を考える協議会」（事務局：北茨城市）において令和32（2050）年温室

効果ガス排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ宣言」がされました。 

同協議会には南那須地区広域行政事務組合が加盟していることから、構成市町である本市

においてもこの宣言に賛同し、令和32（2050）年温室効果ガス排出実質ゼロに取り組んで

まいります。 

令和32（2050）年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す旨を首長自らが又は地方公共

団体として表明した地方公共団体を「ゼロカーボンシティ」と呼びます。 
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第２節  市役所における温室効果ガス対策（事務事業編）  

１  市役所からの温室効果ガス排出量の現状  

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、那須烏山市役所においては、「那須

烏山市地球温暖化対策実行計画」を策定し、那須烏山市役所自ら行う事務事業活動か

ら生じる温室効果ガスの抑制のための施策を推進しています。 

平成26（2014）年度から平成30（2018）年度までに実施した第１次計画では、

節電対策や積極的な省エネルギー機器の導入等により目標値を上回る温室効果ガス

排出削減を達成することができました。 

第２次計画では、平成29（2017）年度の那須烏山市役所からの温室効果ガスの

総排出量を基準として、平成31（2019）年度から令和５（2023）年度の5年間で、

基準年度から温室効果ガスの総排出量８%削減を目標に取組を行っています。 

令和４（2022）年度の実績は平成29（2017）年度と比較して、施設等における

電気使用量が約１３％削減、施設等における燃料使用量が約５％増加、公用車等にお

ける燃料使用量が約８％増加となり、総排出量では約10％削減となりました。 

 

基準年度（平成29（2017）年度）との対比 ※（ ）内は令和４（2022）年度実績 

削減項目 使用量① 
二酸化炭素 
排出係数② 

二酸化炭素排出量 
①×②(kg-CO2) 

合計電気使用量（kwh）A 
6,389,807  

(5,994,503) 
  

CO2フリー電気使用量（kwh）B 
 0  

(424,662) 
  

電気使用量（kwh）A-B 
6,389,807  

(5,569,841) 
0.462 

2,952,091  
(2,573,267) 

施設燃料 
使用量（L） 

灯油 
47,566  

(75,506) 
2.490 

118,439  
(188,010) 

重油 
63,500  

(61,500) 
2.710 

172,085  
(166,665) 

軽油 
684  

(322) 
2.580 

1,765  
(831) 

ガソリン 
0  

(0) 
2.320 

0  
(0) 

LPG 
9,413  

(2,253) 
6.550 

61,655  
(14,757) 

車両燃料 
使用量（L） 

灯油 
49  

(12) 
2.490 

122  
(３０) 

軽油 
33,329  

(34,515) 
2.580 

85,989  
(89,049) 

ガソリン 
46,992  

(52,424) 
2.320 

109,021  
(121,624) 

温室効果ガス総排出量 － － 
3,501,167  

(3,154,233) 
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２  市役所からの温室効果ガス削減目標  

国は令和３（2021）年10月に閣議決定（改訂）された「地球温暖化対策計画」に

おいて、「令和32（2050）年カーボンニュートラル」、「令和12（2030）年度

46％削減目標」の実現に向けて、令和12（2030）年度の「業務その他部門」にお

けるエネルギー起源二酸化炭素排出量を、51％削減（平成25（2013）年度比）す

るとしています。 

本市においても令和12（2030）年度の削減目標を平成25（2013）年度比51％

削減とします。 

 

市役所の温室効果ガス削減目標 

項目 

平成25 
（2013）年度 

排出量 

令和12 
（2030）年度 

削減目標 

令和12 
（2030）年度 

排出量 

市役所からの排出量 
3,654,454 

kg-CO2 
51％ 

1,790,682 
kg-CO2 

 

市役所における具体的な温室効果ガス対策は「第６章 施策の展開」の中で体系的

に示し、本計画の評価・分析と合わせて一体的に進捗管理を行います。 

 

自治体排出量カルテ 

「自治体排出量カルテ」は、全地方公共団体

を対象に、環境省が提供している市町村の温

室効果ガス排出量データです。市町村別の温

室効果ガスは、都道府県別エネルギー消費統

計を、製造品出荷額や世帯数などにより按分

することにより求めています。 

「自治体排出量カルテ」では、温室効果排出

量だけでなく、市域の再生可能エネルギーポ

テンシャルなどのデータも提供しています。 

データを見ると本市では太陽光発電のポテ

ンシャルが高いことが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

那須烏山市の再生可能エネルギーポテンシャル 

出典：自治体排出量カルテ（環境省）  
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第４章   那須烏山市地域気候変動適応計画  

近年、気温の上昇、大雨の頻度の増加、それに伴う農作物の品質低下や熱中症リス

クの増加など、気候変動によると思われる影響が全国各地で生じており、その影響は

本市にも現れています。さらに今後、これら影響が長期にわたり拡大する恐れがある

と考えられています。 

そのため、地球温暖化の要因である温室効果ガスの排出を削減する対策（緩和策）

に加え、気候変動の影響による被害の回避・軽減対策（適応策）に取り組んでいく必

要があります。 

このような状況下、国際的枠組であるパリ協定では、世界全体の平均気温の上昇を、

産業革命以前の水準に比べて２℃以内より十分に下回るよう抑えること並びに

1.5℃までに制限するための努力を継続するという「緩和」に関する目標に加え、気

候変動の悪影響に適応する能力並びに強靱性を高めるという「適応」も含め、気候変

動の脅威への対応を世界全体で強化することを目的としています。 

国内では気候変動適応の法的位置づけを明確にし、関係者が一丸となって一層強力

に推進していくべく、平成30（2018）年６月に「気候変動適応法」が成立し、同年

12月１日に施行されました。 

気候変動の影響は地域特性によって大きく異なります。そのため、地域特性を熟知

した地方公共団体が主体となって、地域の実状に応じた施策を、計画に基づいて展開

することが重要となります。 

本市においても、平均気温の上昇や異常気象の頻発化、災害の激甚化など、今後の

気候変動の進行により、様々な分野で影響が生じると考えられます。そこで、本市の

地域特性を理解した上で、既存及び将来の様々な気候変動による影響を計画的に回避、

軽減を実現することを目的とし、「那須烏山市地域気候変動適応計画」を策定します。

「那須烏山市地球温暖化対策実行計画」と同様に本計画を環境基本計画の中に位置づ

けることで、気候変動対策において車の両輪である緩和策と適応策を総合的かつ包括

的に進めていくものとします。 
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第１節  気候変動の現状と将来予測  

１  現状の把握  

気象庁データを基に本市の気候変動の推移を示します。平成21（2009）年は観

測所の移動があるため除外しています。平成20（2008）年までは烏山観測所、平

成22（2010）年以降は那須烏山観測所のデータとなります。 

 

（１）気温等 

  ①平均気温 

年平均気温は、短期的な変動を繰り返しながら、長期的には上昇傾向にあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②最高気温（日最高気温の年平均） 

日最高気温の年平均は、短期的な変動を繰り返しながら、長期的には上昇

傾向にあります。 
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  ③最低気温（日最低気温の年平均） 

日最低気温の年平均は、短期的な変動はありますが、長期的には大きな変

動は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④夏日日数（最高気温が25℃以上の日） 

夏日日数は、短期的な変動を繰り返しながら、長期的には増加傾向にあり

ます。 
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  ⑤真夏日日数（最高気温が30℃以上の日） 

真夏日日数は、短期的な変動を繰り返しながら、長期的には増加傾向にあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑥猛暑日日数（最高気温が35℃以上の日） 

昭和58（1983）年までは見られなかった猛暑日ですが、平成５（1993）

年以降は短期的な変動を繰り返しながら、長期的には増加傾向にあります。

特に平成20（2008）年以降の増加が顕著です。 
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（２）降水量 

  ①年降水量 

年降水量は、短期的な変動を繰り返しながら、長期的には上昇傾向にあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②日最大降水量 

日最大降水量は、短期的な変動を繰り返しながら、長期的には上昇傾向に

あります。 
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２  将来予測  

気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト（環境省）における21世紀末

の本市の各項目の将来予測を示します。 

使用したデータは気象庁第９巻データ＊のRCP8.5シナリオ＊となります。 

 

（１）気温等 

平均気温は4.0～4.5℃上昇、猛暑日は20～25日増加すると予測されて

います。 

 

   平均気温（4.0～4.5℃上昇）      猛暑日（20～25日増加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊気象庁第９巻データ 
気象庁が平成29（2017）年３月に公表した「地球温暖化予測情報第９巻」のデータ
を示します。 
「地球温暖化予測情報」は地球温暖化の緩和策や適応策の検討に資すること、また、
地球温暖化に関する科学的な知識の普及を目的に、平成８（1996）年度より数年お
きに公表されています。 
 

＊RCP8.5シナリオ 
  IPCCが示した将来予測のうち、最も気温が高くなるパターンを示します。私たちが現

在と同じく石油や石炭に依存した経済活動を続けた場合を想定しています。 
  RCPシナリオには、2100年以降も放射強制力の上昇が続く「高位参照シナリオ」

（RCP8.5）、2100年までにピークを迎えその後減少する「低位安定化シナリオ」
（RCP2.6）、これらの間に位置して2100年以降に安定化する「高位安定化シナリオ」
（RCP6.0）と「中位安定化シナリオ」（RCP4.5）の４つのシナリオがあります。 

 

  

那須烏山市 那須烏山市 
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（２）降水量 

年降水量は０～10％減少、日降水量200mm以上発生回数は０～0.5回

増加すると予測されています。 

 

 

   年降水量（０～10％減少）       日降水量200mm以上発生回数 

（０～0.5回増加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

那須烏山市 那須烏山市 

【本市における令和元年東日本台風の被災状況】 
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第２節  気候変動の現状と将来予測  

１  国や県の気候変動影響評価  

国は、気候変動適応法（平成30年法律第50号）第７条の規定により、「気候変動

適応計画」を策定するとともに同法第８条の規定による見直しを令和３（2021）年

10月に行いました。「気候変動適応計画」では、「農業・林業・水産業」「水環境・

水資源」「自然生態系」「自然災害・沿岸域」「健康」「産業・経済活動」「国民生

活・都市生活」の７つの分野について、気候変動の影響に関して現状と将来の影響と

適応の基本的な施策が示されました。 

環境省は、おおむね５年ごとに国全体の「気候変動影響評価（気候変動適応法第10

条）」を行っており、前述した７分野の細目71項目について既存の文献や気候変動

及び予測結果等を活用し、「重大性」「緊急性」「確信度」の観点から評価を行って

います。 

県では、栃木県気候変動対策推進計画（令和５（2023）年３月改訂）により上記

を踏まえ、７分野41項目について、全国及び県内で確認又は予測されている主な気

候変動の影響を評価しています。 

 

 

気候変動影響評価の主要７分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム（気候変動適応センター） 

 

  

水環境・水資源 農業・林業・ 
水産業 

自然生態系 自然災害・ 
沿岸域 

健康 産業・経済活動 国民生活・ 
都市生活 
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２  市の気候変動影響評価  

本市では、県が実施した７分野41項目のうち、次の２つの観点から今後重点的に

取り組む分野及び項目として、６分野16項目を選定しました。 

 

選定理由 

【ア】国の日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について、

重大性、緊急性、確信度が特に大きい、あるいは高いと評価される項目 

【イ】国の影響評価により、本市においても気候変動によると考えられる影響が既に生

じている、あるいは地域特性を踏まえて重要と考えられる分野及び項目 

 

分野 大項目 小項目 
国の影響評価2020 市 

重大性 緊急性 確信度 重要性 

農業・林業・水産業 

農業 

水稲 〇 〇 〇 ア 

野菜等 ◇ 〇 △ ア 

果樹 〇 〇 〇 ア 

畜産 〇 〇 △ ア 

病害虫・雑草等 〇 〇 〇 ア 

農業生産基盤 〇 〇 〇 ア 

水産業 
回遊性魚介類 

(魚類等の生態) 
〇 〇 △ イ 

水環境・水資源 水環境 河川 ◇ △ □ イ 

自然生態系 
陸域生態系 

里地・里山生態系 ◇ 〇 □ イ 

野生鳥獣の影響 〇 〇 □ イ 

淡水生態系 河川 〇 △ □ イ 

自然災害 

洪水（河川氾濫、内水氾濫） 〇 〇 〇 ア 

土石流・地すべり等 〇 〇 〇 ア 

その他 強風等による風害 〇 〇 △ イ 

健康 暑熱（熱中症等） 〇 〇 〇 ア 

市民生活・都市生活 
都市インフラ・ 

ライフライン等 
水道・交通等 〇 〇 〇 ア 

 

【重大性】 〇：特に重大な影響が認められる ◇：影響が認められる －：現状では評価できない 
【緊急性】 〇： 高い △： 中程度 □： 低い －： 現状では評価できない 
【確信度】 〇： 高い △： 中程度 □： 低い －： 現状では評価できない 

 

 



40 

第３節  気候変動の影響と適応策の方向性  

本市の気候変動影響評価の詳細を以下に示します。なお、各分野における具体的な

適応策は「第６章 施策の展開」の中で体系的に示し、本計画の評価・分析と合わせ

て一体的に進捗管理を行います。 

 

１  農業・林業・水産業  

（１）農業 

＜これまでに生じている影響及び将来予測される影響＞ 

一般に気候変動の影響を受けやすく、近年、気候変動による農作物や家畜

等の生育障害や収量・品質の低下などの影響が顕在化しており、今後、適応

策をとらなかった場合は、さらなる収量・品質の低下が懸念されています。 

本市においても、水稲では高温が原因の一つとされる白未熟粒＊や胴割粒＊

の発生により、品質が低下した年が確認され、今後は白未熟粒の発生が顕著

になるとともに、カメムシの多発による品質の低下が予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白未熟粒（左）と正常粒（右）の断面         胴割粒 

出典：令和２（2020）年地球温暖化影響調査レポート（農林水産省） 

 

 

 

＊白未熟粒 
お米の中が白く濁って見えるもので、出穂後20日間の平均気温が26～27℃を超える
と多くなります。外観品質と検査等級が劣り、食味も悪くなります。 
 

＊胴割粒 
  胴割粒とは玄米の胚乳部に亀裂のある粒をいいます。米粒の胴割れは登熟初期の高温

多照条件で増加し、特に日最高気温との関連が強いとされています。 
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野菜全般では発芽不良、生育停滞、葉先枯れ、着果不良、果実の着色不良

が確認され、今後は発芽不良や生育停滞等の発生が顕著になり、病害虫の多

発による収量・品質の低下が予測されるとともに、トマトなどの果菜類では

気温上昇による果実の大きさや収量、裂果のような障害の発生への影響が懸

念されています。 

畜産では乳用牛における乳量・乳成分や繁殖成績の低下や死亡牛の発生、

肉用牛、豚、肉用鶏における成育・肉質の低下、採卵鶏における産卵率の低

下などが確認されており、今後は暑熱ストレスの増大に伴う生産性・品質の

低下、死亡率の増加が予測されています。 

農業生産基盤としては、大雨や強風などの異常気象による農地や畦畔、取

水施設の崩壊、農業用ビニールハウスの倒壊や農業用機械の故障などが発生

しており、今後は大雨や洪水による農地や農業用施設への被害や、降水日の

減少による渇水に伴う農業用水不足など、農業生産基盤への影響が危惧され

ています。 

 

＜影響に対する適応策＞ 

水稲では、短期的に、水・施肥管理の徹底・最適化等の栽培管理の高度化

や変更を進めつつ、長期的に栽培管理の継続的な最適化に加え、高温耐性の

ある新品種の開発状況を把握し、導入の検討に向け、適切な情報提供を進め

る必要があります。 

野菜全般では、露地野菜における適正な品種選択や栽培時期の調整、病害

虫の適期防除等を行うことにより、安定供給を図る必要があります。また、

施設野菜では、高温対策として換気・遮光を適切に実施するほか、地温抑制

マルチや細霧冷房、循環扇等の導入の推進に取組む必要があります。 

畜産では、畜舎内の散水・散霧や換気、屋根への石灰塗布や散水等の暑熱

対策による適切な畜舎環境の確保、密飼いの回避や良質な飼料の給餌等が求

められます。 

県では、気候変動に適応した新品種の育成及び生産技術の開発が進められ

ており、同時に、病害虫防除技術の開発やハウス内環境制御技術を活用した

栽培管理技術の普及が進められています。 

本市においては、国、県を含めた関係機関との連携を図り、適切な情報提

供を進めます。 
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（２）水産業 

＜これまでに生じている影響及び将来予測される影響＞ 

現時点で、那珂川のアユ遡上群数や遡上日に明確な変化傾向は確認されて

いませんが、一部地域におけるアユ遡上数の減少要因に冬季の水温上昇を挙

げ、今後の水温上昇によるアユの遡上数の減少や遡上時期の早まりを予測す

る研究事例もあります。 

 

＜影響に対する適応策＞ 

県内では、内水面漁業・養殖業が気候変動により受けた影響はまだ顕在化

していません。しかし、一部の湖沼の暖冬による貧酸素化やアユ遡上数の減

少などが懸念されることから、公共用水域の環境やアユ遡上数等に関する情

報を把握していく必要があります。 

 

 

２  水環境・水資源  

（１）水環境 

＜これまでに生じている影響及び将来予測される影響＞ 

気温上昇により生じうる河川や湖沼の水温上昇、これらに伴う水中有機物

分解に係る酸素消費速度の増加などにより、日本固有の在来生態系の消失や

内水面漁業等への影響が懸念されるほか、降水頻度・降雨強度の変化に伴う

河川の水量減少による排水希釈効果の減少や濁水発生増加などの影響を及

ぼすことが想定されています。 

本市においても、公共用水域の大部分で水温上昇が確認されており、水温

上昇に伴う水質変化も指摘されています。 

今後は、降水の変化に伴う浮遊砂量の増加のほか、水温上昇によるDO（溶

存酸素）の低下、微生物による有機物分解反応＊や硝化反応＊の促進、藻類の

増加による異臭味の増加等が予測されています。 

 

 

＊有機物分解反応 
植物や動物の死骸や排泄物などの有機物を、微生物や細菌などの微生物が分解する反
応をいいます。 
 

＊硝化反応 
  水中のアンモニウム態窒素が亜硝酸菌、硝化菌の働きにより生物的に酸化されて亜硝

酸態窒素、硝酸態窒素になる反応をいいます。 
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＜影響に対する適応策＞ 

気候変動と水質の変化、藻類の発生等との関係には長期的な分析が必要と

なり、国、県と連携した把握に努めます。また、本市においても工場や事業

所からの排水対策や家庭からの生活排水対策等、水質変化を起こさせない取

組を進めます。 

 

 

３  自然生態系  

（１）陸域生態系 

＜これまでに生じている影響及び将来予測される影響＞ 

植生や野生生物の分布の変化等が全国各地で確認されており、今後、さらに

進行することが予測されているほか、こうした変化による生態系サービス＊の

低下が懸念されています。 

生態系や生態系サービスの変化は、農業・林業・水産業や観光業などの各

種産業、水環境・水資源、国民生活・都市生活などの他分野にも影響を与え

ることから、生物多様性の保全等が重要となりますが、影響の程度や現れる

時期が種や生態系、地域などの違いで異なるため、予測が難しい分野となり

ます。 

イノシシについては、八溝個体群として烏山地区（特に境地区）を中心に

生息していましたが、近年は烏山地区全域及び南那須地区の一部（曲畑、曲

田、大里、森田、福岡、八ヶ代、月次、志鳥、熊田、三箇の各地区）にも生

息が確認され生息域が拡大しています。 

ニホンジカ、アライグマについては農業被害の発生はありませんが、県内

における生息域が拡大していることから、県内他市町の動向を見極めつつ関

係機関と出没状況について情報共有し、監視体制を強化する必要があります。 

今後、気候変動による積雪量の減少と耕作放棄地の増加によって、2103

年におけるニホンジカの生息域は国土の9割以上に拡大することが予測さ

れています。 

 

＊生態系サービス 
生物や生態系に由来し、人類の利益になる機能（サービス）を示します。生態系サー
ビスには、①供給サービス（食べもの、木材、衣類、そして水や医薬品など）、②調整
サービス（生態系が、大気や水をきれいにし、気候の調整をし、自然災害を防ぐこと）、
③文化的サービス（野外レクリエーション、音楽を聴く、俳句を詠むなどの娯楽によ
り人間生活を豊かにすること）、④基盤サービス（植物の光合成、土壌形成（昆虫や微
生物が土をつくる）、水の循環など、①～③のサービスの基盤となるもの）があります。 
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＜影響に対する適応策＞ 

生態系への影響に対する適応策の基本は、モニタリングにより生態系と種

の変化の把握を行うとともに、気候変動の要因によるストレスにも着目し、

これらの影響の軽減や生態系ネットワークの構築により、気候変動に対する

順応性の高い生態系の保全と回復を図る必要があります。 

 

 

４  自然災害  

（１）洪水（河川氾濫、内水氾濫） 

＜これまでに生じている影響及び将来予測される影響＞ 

全国的に短時間強雨や大雨の頻度・強度が増加・増大傾向にあり、毎年の

ように台風や豪雨等による水害や土砂災害が頻発し、人命への影響を含む甚

大な被害が発生しています。 

また、将来の気候変動によって、こうした傾向にさらに拍車がかかること

も懸念されています。 

本市においては、令和元（2019）年10月の令和元年東日本台風によっ

て、那珂川、荒川、江川が氾濫し、全壊41棟、大規模半壊53棟、半壊64棟

の住家被害（令和２（2020）年３月３１日本市まとめ）を受けました。 

県内でも、全国と同様に年最大流域平均雨量の増加が予測されており、気

候変動による自然災害リスクの増加が懸念されています。 

 

＜影響に対する適応策＞ 

適応策としては、「那須烏山市ハザードマップ」や「那須烏山市地域防災

計画」の普及啓発、「防災・行政情報メール配信サービス」や「防災infoな

すからすやま」などを利用した情報提供により市民の防災意識を高め、災害

に備えるまちづくりを進める必要があります。また、国・県・事業者・市民

などが一体となって取り組む流域治水対策及び堤防強化や堆積土除去等に

よる防災・減災対策の推進を図ります。 
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（２）土石流・地すべり等 

＜これまでに生じている影響及び将来予測される影響＞ 

これまで、本市でも台風や大雨の発生により土砂災害が発生し、人命や財

産など甚大な被害が発生しています。 

全国的に短時間強雨や大雨の頻度・強度が増加・増大傾向にあり、将来の

気候変動によって、こうした傾向にさらに拍車がかかることも懸念されてい

ます。 

 

＜影響に対する適応策＞ 

気候変動に伴う土砂災害の発生頻度の増加が予測されていることを踏ま

え、人命保護を最優先に考え、避難場所・避難経路の確保といった、的確な

避難を可能にする体制を整える必要があります。 

 

（３）その他（強風等による風害） 

＜これまでに生じている影響及び将来予測される影響＞ 

全国的に、気候変動に伴う強風・強い台風の増加等による被害の増加や、

竜巻の発生頻度の変化について、現時点で具体的な研究事例は確認されてい

ませんが、気候変動が台風の最大強度の空間位置の変化や進行方向の変化に

影響を与えているとする報告もあります。 

今後、日本周辺における熱帯低気圧の強度・発生頻度の増加が予測されて

いるほか、強い竜巻の頻度が大幅に増加することも予測されています。 

 

＜影響に対する適応策＞ 

気候変動に伴う強い台風に対しては、災害に強い建物の導入や保証への加

入を推進します。また、その気象状況をメール配信等で知らせるとともに、

市民が自ら安全確保行動がとれるよう、啓発を進めます。 
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５  健康  

（１）暑熱（熱中症等） 

＜これまでに生じている影響及び将来予測される影響＞ 

近年、高温に伴って熱中症による死亡者数は増加しており、また、将来的

には熱ストレス＊による超過死亡の増加も予想されています。 

また、全国で、気温上昇による超過死亡の増加が既に生じています。特に

高齢者の超過死亡者数が増加傾向にありますが、15歳未満の若年層におい

ても、気温の上昇とともに熱ストレスによる死亡が増加する傾向にあること

が報告されています。 

将来においては、熱ストレス超過死亡数は、年齢層に関わらず、全国で２

倍以上になると予測されています。一方で、気温上昇を2℃未満に抑えるこ

とで、気温に関連した死亡の大幅な増加を抑制することが可能になると報告

されています。 

 

＜影響に対する適応策＞ 

令和５（2023）年５月３０日閣議決定された国の「熱中症対策実行計画」

に基づき、気候情報及び暑さ指数（ＷＢＧＴ）＊の提供や注意喚起、予防・

対処法の普及啓発、発生状況等に係る情報提供等を適切に実施します。また、

熱中症対策の具体的な施策について、国、県と連携しつつ、熱中症予防行動

の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

＊熱ストレス 
熱ストレスとは、身体が生理的障害なしに耐え得る限度を上回る暑熱を指しています。
一般に多湿時で35℃を上回ると生理的な障害が発生します。労働時の過度の暑熱は労
働衛生上の危害に相当し、労働者の身体機能や身体能力、労働能力、したがって生産
性が制限されます。極端な場合には、命に関わる熱中症に至る可能性があります。 
 

＊暑さ指数（ＷＢＧＴ） 
熱中症を予防することを目的として、昭和29(1954)年にアメリカで提案された指数
です。人体と外気との熱のやりとりに着目しており、湿度、日射・輻射等周辺の熱環
境、気温の３項目により、熱中症の危険度を判断する目安として用いられています。 
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６  市民生活・都市生活  

（１）都市インフラ・ライフライン等 

＜これまでに生じている影響及び将来予測される影響＞ 

近年、各地で、記録的豪雨による地下浸水・停電・地下鉄への影響、渇水

や洪水等による上下水道インフラへの影響、豪雨や台風による高速道路の切

土斜面への影響等が確認されていますが、これらの現象が気候変動によるも

のかどうかは、明確には判断し難いとされています。今後、気候変動による

短時間強雨や渇水の増加、強い台風の増加等が進めば、インフラ・ライフラ

イン等に影響が及ぶことが懸念されるとされています。 

 

＜影響に対する適応策＞ 

気候変動がインフラに及ぼす影響について、具体的に評価した研究事例が

少ないため、今後、国や研究機関からの情報を収集していきます。 

 

 

気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT） 

気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）は、気候変動による悪影響をできるだけ
抑制・回避し、また正の影響を活用した社会構築を目指す適応策を進めるために参考となる情
報を、分かりやすく発信するための情報基盤です。 

個人の適応のページでは、適応策を「知ろう」「行動しよう」「参加しよう」のキーワード
に基づく情報が掲載されています。 

気候変動適応アプリの情報や、適応策の絵巻物など様々な情報が掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム（気候変動適応センター） 
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第５章   環境の将来像と基本目標  

第１節  環境の将来像  

本計画は、那須烏山市の環境の保全と創造に関する取組を、総合的かつ計画的に推

進するものです。環境基本条例に掲げられた理念を踏まえ、市・事業者・市民の各主

体が、それぞれの役割を認識し、様々な連携及び協働することにより、市民が安らぎ

とうるおいをもって暮らせる豊かな環境を作り出すことが重要です。 

那須烏山市は、八溝山系の豊かな自然や那珂川・荒川などの清流を有し、美しい景

観を形成しています。また、自然環境の保全や生物の多様性の確保のために指定され

た自然環境保全地域があり、本市では、小塙自然環境保全地域（荒川による浸食地形）、

下川井自然環境保全地域（シモツケコウホネ生育地域）、松倉山自然環境保全地域（暖

地性植物自生地）の３か所が指定されています。 

こうした豊かな自然環境を未来に引き継いでいくために、環境を守り、育むことに

より自然が持つ多面的機能を維持するとともに、環境への負荷が少ない取組や循環型

の社会に関する取組を推進し、環境に配慮した持続可能なまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【環境の将来像】 

人と自然が共生し未来へつなぐ 

環境に配慮した地域づくり 
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第２節  基本目標  

本市の目指すべき環境の将来像「人と自然が共生し未来へつなぐ環境に配慮した地

域づくり」を実現するため、４つの基本目標と１０の基本施策を設定し、取組を進め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 森林環境の保全・活用 

１ 農村環境の保全・活用 

４ 快適環境対策の推進 

１ 循環型社会の構築 

１ 脱炭素社会の構築 

２ 気候変動への適応対策 

１ 人と自然が共生する 

まちづくり 

３ 地球温暖化対策の 

まちづくり 

２ 資源が循環する 

持続可能なまちづくり 

人
と
自
然
が
共
生
し
未
来
へ
つ
な
ぐ
環
境
に
配
慮
し
た
地
域
づ
く
り 

環境の 

将来像 
基本目標 基本施策 

３ 生態系の保全 

２ 水循環の保全 

２ 市役所の率先行動 

４ 自ら行動する 

まちづくり 
１ 環境保全の担い手育成 
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第６章   施策の展開  

第１節  人と自然が共生するまちづくり  

市民アンケートの結果によれば、

多くの人が本市の「美しい山や川な

どの自然資源」を誇れるものとして

回答しており、また、これから重視

すべきまちづくりとしても「豊かな自然環境につつまれた美しいまちづくり」の回答

が比較的多くなっています。 

本市の豊かな農村環境と森林環境は、農業、林業としての側面のみならず、多様な

生き物の生息環境や温室効果ガスの吸収源、水源涵養機能など多くの側面を有してい

ます。 

しかしながら耕作放棄地は増加し、森林経営計画認定面積は減少するなど、厳しさ

を増しています。 

気候変動対策、生物多様性の観点からもこれらの対策が望まれます。 

 

 

数値目標 

項目 単位 
実績

（R4） 
(2022) 

目標値 
(R10) 

(2028) 

経営耕地面積 ｈａ 2,486 2,473 

森林経営計画認定面積 ｈａ 1,686 1,686 

公害苦情件数 件/年 10 8 
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１  農村環境の保全・活用  

具体的な施策 

●認定農業者や新規就農者等の担い手の育成・確保に努めます。 

●農地移動適正化あっせん基準等による農地の集積化を促し、経営耕作地面積の確保

に努めます。 

●スマート農業＊の推進による省力化、低コスト化に取り組みます。 

●農産物の地産地消の推進を図ります。 

●有害鳥獣による事故及び被害防止のため、対象となる鳥獣の種類と対策について周

知します。 

●有害鳥獣による農業被害を防止するための捕獲等の取組の推進を図ります。 

 

 

30by30（サーティ・バイ・サーティ） 

30by30（サーティ・バイ・サーティ）とは、令和12（2030）年までに生物多様性の損

失を食い止め、 回復させる（ネイチャーポジティブ）というゴールに向け、令和12（2030）

年までに陸と海の30％以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標で、令和３

（2021）年G7サミットで約束されました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：30by30ロードマップ（環境省） 

 

 

＊スマート農業 
ロボットトラクタやドローンなど先端技術を活用する農業を示します。現在様々な実
証実験が行われています。 
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２  森林環境の保全・活用  

具体的な施策 

●とちぎの元気な森づくり県民税及び森林環境譲与税等を活用した森林の整備によ

り、森林資源の循環利用の促進に努めます。 

●森林組合等の関係機関と連携し、市有林の適切な管理に努め、切り出した木材の市

公共施設等への有効活用を図るなど効果的な運用に取り組みます。 

●「那須烏山市森林整備計画」に基づく適切な森林整備を進めます。 

 

 

 

とちぎ森林創生ビジョン 

栃木県では、「林業・木材産業の産業力強化」、「森林の公益的機能の高度発揮」、「森林・

林業・木材産業を支える地域・人づくり」の３つを重点施策に掲げた「とちぎ森林創生ビジョ

ン」を策定し、とちぎの元気な森を100年先の未来へ引き継いでいくために、取組を進めて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：とちぎ森林創成ビジョン（栃木県） 
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３  生態系の保全  

具体的な施策 

●希少な動植物の生息生育環境について、県の保全施策と調整を図りながら適切に保

全して行きます。 

●多様な動植物の生息及び生育環境の維持に努めます。 

●県及び関係機関と連携し特定外来生物の状況に応じた重点的な駆除等、総合的な外

来種対策を推進します。 

 

 

特定外来生物 

「特定外来生物」とは、外来生物（海外起源の外来種）であって、生態系、人の生命・身体、

農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。指定さ

れた生物の取り扱いについては、輸入、放出、飼養等、譲渡し等の禁止といった厳しい規制が

かかります。 

 

○クビアカツヤカミキリ 

クビアカツヤカミキリは、サクラやモモ、ウメな

どバラ科を中心とした多種の樹木を加害すること

で知られる外来種です。 

栃木県では、令和５（2023）年10月現在、足利

市、佐野市、栃木市、小山市、壬生町、野木町、

宇都宮市、鹿沼市、さくら市、下野市、大田原市、

日光市、真岡市の計13市町で被害が確認されてい

ます。 

栃木県のホームページではクビアカツヤカミキリ

防除対策マニュアルが掲載されています。 

 

○条件付特定外来生物 

 特定外来生物のうち、アカミミガメとアメリカザリガニは、飼育者がとても多い生きも

のであり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続きが面倒などの理由

で野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等への被害を生じるおそれが

あるため、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物（通称）」に指定されまし

た。（令和５（2023）年６月１日より指定） 

 

条件付特定外来生物の規制内容について 

 

 

 

 

 

 

 

出典：栃木県、環境省 

捕獲 飼育 無償譲渡 放出 販売・頒布・購入 
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４  快適環境対策の推進  

具体的な施策 

●自動車騒音常時監視面的評価の実施や公共用水域水質検査を実施し、公害の防止に

向けた現状把握に努めます。 

●市内の大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、地盤沈下、騒音、振動、悪臭に関わる状況

を把握し、公害防止に必要な措置を講じます。 

●ごみの不法投棄に対する意識啓発を図り、清潔で美しいまちづくりを推進します。 

●不法投棄防止看板や監視カメラの設置により、不法投棄の防止を図ります。 

●土砂等の不法盛土の監視、指導に努めます。 

●自然景観や街並みとの調和のとれた景観形成を促進します。 

 

 

自動車騒音常時監視面的評価 

自動車騒音常時監視とは、騒音規制法第18条第１項に基づき、自動車が走行することで発

生する交通騒音の測定を行う業務です。「常時監視」となっていますが、常に計測しているわ

けではありません。法令に基づく測定方法で、一定期間内に数か所で騒音測定を実施し、その

結果をもとに、幹線交通を担う道路の道路端から両側50メートルの範囲内の住居等が環境基

準を達成しているかを計算します。対象範囲の住居等を面的に評価するため、「面的評価」と

言われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境GIS（国立環境研究所） 

95-100％ 

80-95％ 

60-80％ 

0-60％ 

環境基準達成率 

令和元（2019）年度面的評価結果 

昼夜環境基準達成率 

 

本市における令和元（2019）年度の

面的評価結果はすべての路線で環境基

準達成率 100％となりました。 

一般国道 294 号 

宇都宮向田線 

真岡那須烏山線 

小川大金停車場線 

熊田喜連川線 

小川大金停車場線 

山内上境線 
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第２節  資源が循環する持続可能なまちづくり  

本市を代表する

那珂川などの河川

環境を守るため、生

活排水等の対策が

継続課題となります。 

市民アンケートの結果によれば、環境の取組について「ごみの減量化・リサイクル

の推進」の回答が最も多くなるなど、持続可能な社会を構築するためには、循環型社

会の構築も重要となります。 

生活排水処理施設普及率やごみの年間排出量はまだまだ道半ばの状態にあり、これ

らの継続的取り組みが求められます。 

 

 

数値目標 

項目 単位 
実績

（R4） 
(2022) 

目標値 
(R10) 

(2028) 

ごみの年間排出量 ｔ/年 7,443 7,369 

生活排水処理施設普及率 ％ 63.1 70.7 

 

 

１  循環型社会の構築  

具体的な施策 

●３Ｒ＊の普及啓発を図り、ごみの発生抑制と減量化を推進します。 

●ごみ分別アプリをはじめ、様々な媒体でごみの分別、出し方などの周知、浸透を図

り、分別の徹底、資源化を進めます。 

●南那須地区広域行政事務組合と連携して、ごみの適正な収集と処理を行います。 

●生ごみの減量のため、生ごみの水分を減らす生ごみ処理機器の購入を支援します。 

●再資源化が可能なプラスチックごみの分別の検討を行います。 

●紙類の分別を徹底するよう、啓発を進めます。 
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市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール 

環境省では、市町村が「市町村一般廃棄物処理システム比較分析表」を作成することを支援

するため、「市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール」を作成し、提供しています。 

県内の類似市町と比較すると、本市は平均的状況であるといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：システム評価支援ツール（令和３（2021）年実態調査結果） 

 

 

 

 

＊３Ｒ 
３ＲはReduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）の３つの
Ｒの総称です。 
Reduce（リデュース）は、製品をつくる時に使う資源の量を少なくすることや廃棄物
の発生を少なくすること。耐久性の高い製品の提供や製品寿命延長のためのメンテナ
ンス体制の工夫なども取組のひとつです。 
Reuse（リユース）は、使用済製品やその部品等を繰り返し使用すること。その実現
を可能とする製品の提供、修理・診断技術の開発、リマニュファクチャリングなども
取組のひとつです。 
Recycle（リサイクル）は、廃棄物等を原材料やエネルギー源として有効利用するこ
と。その実現を可能とする製品設計、使用済製品の回収、リサイクル技術・装置の開
発なども取組のひとつです。 
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２  水循環の保全  

具体的な施策 

●公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽の接続、設置による生活排水の適正処

理を推進し、河川の水質向上に努めます。 

●下水道整備区域での下水道への加入促進を行います。 

●下水道未整備区域での合併処理浄化槽の普及促進を行います。 

●河川・水路への生活排水や汚染物質の流入防止、家庭で実践できる水質保全への取

組の普及に努めます。 

 

 

合併処理浄化槽 

「合併処理浄化槽」は、家庭から出る「生活排水（＝し尿と台所、お風呂、洗濯等の雑排水

を合わせたもの）」のすべてを浄化できるスグレものです。し尿処理だけに対応した「単独処

理浄化槽」では、台所、お風呂、洗濯等の排水をそのまま河川に流してしまい、自然に大きな

負担をかけてしまいます。環境にやさしい「合併処理浄化槽」への転換がいま強く求められて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：浄化槽サイト（環境省） 
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第３節  地球温暖化対策のまちづくり  

近年、地球温暖化の影響と思われ

る気候変動により猛暑、大雨等の被

害が拡大しています。 

世界的な平均気温の上昇を産業

革命以前に比べて２℃未満に保つ（２℃目標）とともに1.5℃に抑えるためには、今

世紀後半には人為的な温室効果ガス排出量を実質ゼロ（排出量と吸収量を均衡させる

こと）にすることが必要とされています。 

 

 

数値目標 

項目 単位 
現状 

（H25） 
(2013) 

短期目標
（R10） 
(2028) 

中期目標 
（R12） 
(2030) 

市域の温室効果ガス排出量 千ｔ-CO2 202 120 109 

市役所からの温室効果ガス排出量 kg-CO2 3,654,454 2,218,297 1,790,682 

 

 

１  脱炭素社会の構築  

具体的な施策 

●自然環境の保全に配慮した再生可能エネルギーの導入をはじめ、蓄電池や電気自動

車等のクリーン技術の活用を促進し、脱炭素化を推進します。 

●省エネルギー機器の導入支援や節電の呼びかけなど、省エネルギーの普及啓発を推

進します。 

●市民及び事業者が使用するエネルギーの量を削減できるよう、情報提供や普及啓発

に取り組みます。 

●ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング（ＺＥＢ、ゼブ）等の普及、エネルギー

を効率的に使う設備導入（蓄電池やビルディング・エネルギー・マネジメント・シ

ステム（ＢＥＭＳ＊）等）の推進を図ります。 

●ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ、ゼッチ）等の普及、エネルギーを効

率的に使う設備導入（蓄電池やホーム・エネルギー・マネジメント・システム（Ｈ

ＥＭＳ＊）等）の推進を図ります。 

●「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ とちぎ」＊県民運動との連携を図ります。 

●エコ通勤＊の推進を図ります。 

●公共交通ネットワークの適正な運営を図ります。 
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ZEBとは？ 

Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称で、「ゼブ」と呼

びます。快適な室内環境を実現しな

がら、建物で消費する年間の一次エ

ネルギーの収支をゼロにすること

を目指した建物のことです。 

建物の中では人が活動している

ため、エネルギー消費量を完全にゼ

ロにすることはできませんが、省エ

ネによって使うエネルギーをへら

し、創エネによって使う分のエネル

ギーをつくることで、エネルギー消

費量を正味（ネット）でゼロにする

ことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBのイメージ図 

 

出典：環境省 
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ZEHとは？ 

Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略語で、「エネルギー

収支をゼロ以下にする家」という意味になります。つまり、家庭で使用するエネルギーと、太

陽光発電などで創るエネルギーをバランスして、１年間で消費するエネルギーの量を実質的

にゼロ以下にする家ということです。 

これを実現するためには、使用するエネルギーの量を大幅に減らすことが必要となります。

とはいっても、暑さや寒さをガマンするというわけではありません。ZEHは、家全体の断熱

性や設備の効率化を高めることで、夏は涼しく冬は暖かいという快適な室内環境をたもちな

がら省エネルギーをめざすのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEHのイメージ図 

 

出典：資源エネルギー庁 

 

 

 

＊ＢＥＭＳ（ベムス） 
Building Energy Management Systemの略で、ビル内で使用する電力の使用量な
どを計測し、「見える化」を図るとともに、空調や照明設備等を制御するエネルギー管
理システムです。 

＊HＥＭＳ（へムス） 
Home Energy Management Systemの略で、家電や電気設備とつないで、電気や
ガスなどの使用量をモニター画面などで「見える化」したり、家電機器を「自動制御」
したりして家庭で使うエネルギーを節約するための管理システムです。 

＊ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ とちぎ（クールチョイスとちぎ） 
国が進める国民運動「COOL CHOICE（賢い選択）」に呼応し、温室効果ガス排出量
の削減目標達成のため、省エネ・脱炭素型の「製品」、「サービス」、「行動」等、温暖
化対策に資するあらゆる「賢い選択」を栃木県民一人ひとりに広げ、県民総ぐるみの
行動につなげていく取組です。 

＊エコ通勤 
「エコ通勤」とは「クルマから、環境にやさしいエコな通勤手段に転換すること」で
す。電車、バス、自転車、徒歩などでの通勤はすべて、環境負荷の小さい「エコ通勤」
と言えます。 
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2050年とちぎカーボンニュートラル実現に向けたロードマップ 

栃木県では、「令和32（2050）年までにカーボンニュートラル（温室効果ガス排出実質

ゼロ）実現を目指す」ことを宣言し、その目標達成に向けて必要な取組等を示す「とちぎ2050

年カーボンニュートラル実現に向けたロードマップ（行程表）」を策定しています。 

ロードマップには４つの重点プロジェクトが示されており、「とちぎ再生可能エネルギー

MAXプロジェクト」では、太陽光、水力、森林等のあらゆる地域資源を積極的に活用するこ

ととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2050年とちぎカーボンニュートラル実現に向けたロードマップ（栃木県） 
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２  市役所の率先行動  

具体的な施策 

●節電・節燃料・節水など、日常的な省エネ・省資源に向けた全庁的な取組を積極的

に推進します。 

●「那須烏山市公共施設等総合管理計画」を踏まえ、施設及び設備に関する計画的な

省エネ改修・更新を進めます。 

●太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入・活用を推進します。 

●公用車に関し、電気自動車（EV）をはじめとするクリーンエネルギー自動車の率

先した導入と適正管理に努めます。 

●３Ｒに努め、廃棄物の排出抑制を図ります。 

●職員の環境意識の向上及び環境配慮行動の徹底に努めます。 

 

 

 

PPAモデル 

PPA（Power Purchase Agreement）とは電力販売契約という意味で第三者モデルとも

よばれています。企業・自治体が保有する施設の屋根や遊休地を事業者が借り、無償で発電設

備を設置し、発電した電気を企業・自治体が施設で使うことで、電気料金とCO2排出の削減が

できます。設備の所有は第三者（事業者または別の出資者）が持つ形となりますので、資産保

有をすることなく再エネ利用が実現できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省 
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第４節  自ら行動するまちづくり  

様々な環境問題に対応するためには、市、事業者、

市民の協働が必要であり、自らの行動が求められま

す。 

また、環境保全の担い手は一般的に高齢化の傾向

にあり、次世代の環境を担う人づくりも大きな課題となります。 

さらには、猛暑、大雨等の地球温暖化の影響と思われる気候変動の影響に対して、

適応能力を向上させることも必要とされており、ここでも事業者、市民の自らの行動

が求められます。 

 

 

数値目標 

項目 単位 
実績

（R4） 
(2022) 

目標値 
(R10) 

(2028) 

資源ごみ回収運動協力団体数 団体 5 7 

広報紙等への環境特集記事の掲載 ページ/年 6 8 

 

 

１  環境保全の担い手育成  

具体的な施策 

●清掃活動や環境ボランティア活動を通じて、環境モラルの啓発を推進します。 

●子どもから高齢者までが参加できる継続的な環境学習の機会づくりを推進します。 

●地域の環境活動やイベントの開催を支援します。 

●市のホームページ、広報紙等、様々な媒体を利用して環境情報を公開及び提供しま

す。 

●省エネルギー、省資源についての環境教育を進め、環境活動に取組む新たな担い手

を育成します。 

●市民の自主的な道路・河川愛護活動等の環境美化活動を支援し、また、これらの活

動に関する情報発信を進め、環境保全活動への参加を促していきます。 
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２  気候変動への適応対策  

具体的な施策 

●国、県及び気候変動適応センター等の関係機関からの情報収集と、連携した適応策

の推進を図ります。 

●気候変動対策について、地球温暖化防止活動推進員と連携し、普及啓発に努めます。 

●高温耐性品種の導入や高温対策技術の普及に努めます。 

●暑熱による家畜のストレスの低減を図ります。 

●国、県との連携による河川の治水機能の維持及び向上、河川防災情報、洪水予報の

適切な運用等の防災対策の推進を図ります。 

●土砂災害警戒区域内の土砂災害防止施設の整備、河川防災情報、洪水予報の適切な

運用等の防災対策の推進を図ります。 

●熱中症の情報提供及び注意喚起、特に熱中症にかかりやすい小児や高齢者等への声

掛け、見守り活動の強化対策、指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）の指定、

事業者との連携等、熱中症対策実行計画に基づいた熱中症対策の推進に努めます。 

 

 

 

栃木気候変動適応センター 

栃木気候変動適応センターは、令和２（2020）年４月１日に、気候変動適応法に基づく地

域気候変動適応センターとして、県気候変動対策課と県保健環境センター共同により設置さ

れました。 

気候変動の影響による被害を回

避・軽減するため、幅広い分野の情

報収集に努めるとともに、県民への

情報発信を通じて県全体での取組を

推進することを目的としています。 

また、県内の企業・団体、自治体、

大学等から構成される「とちぎ気候

変動対策連携フォーラム」では、有

識者による講演、会員間の意見交換、

情報共有等を目的としたセミナーを

開催しています。 

 

 

出典：栃木気候変動適応センター 
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第７章   計画の推進  

本計画は、環境担当部署を事務局とし、計画（Plan）⇒実行（Do）⇒評価（Check）

⇒改善（Action）のPDCAサイクルを繰り返して取組を進めます。 

取組結果はホームページ等で事業者及び市民に公表するとともに、環境審議会にも

報告し、必要に応じた見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次

那須烏山市

環境基本計画

計画

実行

評価

改善

Plan 

環
境
審
議
会 実施状況の 

確認 

事業者・市民 

Do 

Check 

Action 

取組結果の公表 

事業者を代表する者、学識経験のある者、関係行政機関の職員、市民団体を代

表する者、公募により選考した者等で構成され、環境保全における基本的な事

項について、調査審議を行います。 

環境審議会 
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資料編  

◆策定方針  

第３次那須烏山市環境基本計画策定方針 

令和５年５月１５日決定 

まちづくり課 

１ 計画策定の趣旨 

第２次那須烏山市環境基本計画は、那須烏山市環境基本条例(平成２０年４月施行)の基

本理念に基づき、環境保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための指針とし

て策定され、市、事業者、市民の役割分担のもと各種取組みを展開してきたところである。 

このような中、国連サミットで採択された国際社会共通の目標であるSDGs(持続可能な

開発目標)の達成や脱炭素社会を構築するためのカーボンニュートラルの2050年実現に向

けた取り組みなど、新たな施策に対応していく必要がある。 

このような状況を踏まえ、本市の環境の現状と課題を把握し、その対策の実効と新たな

社会への順応を促し、豊かな自然環境と共生するまちづくりを進めていくため、現計画が

令和５年度を以って期間が終了することから、令和６年度から令和１０年度を計画期間と

して、第３次那須烏山市環境基本計画を策定する。 

なお、本計画では、「地球温暖化対策実行計画」及び「地域気候変動適応計画」を新た

に組み入れ環境分野における各種計画の一体的策定を図る。 

 

２ 計画の位置づけ 

環境基本計画は、平成２０年４月から施行された『那須烏山市環境基本条例』第９条に

基づき定められたもので、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため

の計画として位置付けられている。 

環境保全に関する個別計画や施策は、この計画の基本的な方向に沿って策定、実施する

ものとし、施策や事業の実施にあたっては、環境への負荷が軽減されるよう十分に配慮す

るものとする。 

また、国・県の環境基本計画及び関連計画とも整合を図るとともに、SDGsとの関連性や

カーボンニュートラルを含め、効果的かつ効率的な計画の推進を図る。 

 

３ 計画の期間 

本計画は、令和６年度から令和１０年度までの５か年間を計画期間とする。なお、計画

の進捗状況や社会•経済情勢に大きな変化が生じた場合には、上位計画等との整合性を図

り、適宜計画の修正•見直しを行うこととする。  
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４ 計画策定の基本的な考え方 

本計画は、前計画の進捗状況や結果、環境問題への市民の関心など本市の現状や、気候

変動や資源循環など現在の社会情勢を踏まえ、本市の抱える環境の課題に対応する。 

また、「地球温暖化対策実行計画」、「地域気候変動適応計画」を組み入れ、新たな市

政の基本方針である「第３次総合計画(令和５〜９年度)」との整合を図り、環境保全に関

する部門ごとの施策の方向性を示し喫緊の環境課題に対応する。計画期間内に緊急に対応

すべき課題や先導的な取り組み等については重点項目として位置付け、施策の推進を図る。 

 

 

◇第２次環境基本計画の体系 
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５ 市民意見の反映 

（１）市民意向調査の反映 

  第３次総合計画策定時に実施した市民意向調査の結果を反映する。 

（２）パブリックコメントの実施 

  市民から意見や提言を聴取し計画に反映させるため、パブリックコメントを実施 

する。 

（３）環境審議会の答申内容の反映 

  有識者及び公募委員で構成する環境審議会に諮問し、答申結果を計画に反映する。 

 

６ 策定体制 

（１）庁議 

  庁内の最高意思決定機関として、計画を決定する。 

（２）政策調整会議 

  庁内の参事・課長等の職にある者で構成し、全庁的な観点から協議、検討する。 

（３）各課との協議・調整 

  庁内の各課と環境施策等について協議、調整する。 

 

７ 策定スケジュール 

別紙のとおり  
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◆那須烏山市環境基本条例  

 
那須烏山市環境基本条例 

 

平成２０年３月２６日 

条例第３号 

  

（目的） 

第１条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、事業者、市民及び滞在者の

責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、

環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で快適

かつ文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 環境の保全 安全で快適な生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密

接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）、良好な自然環境その他の健全

で恵み豊かな環境を保持し、及び保護するとともに適切に環境の向上を図ることをいう。 

 ⑵ 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因

となるおそれのあるものをいう。 

 ⑶ 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわ

たる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、

土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及

び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全は、市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともにその環境が将来の

世代に継承されるよう適切に行わなければならない。 

２ 環境の保全は、人と自然が共生し、環境への負荷が少ない循環を基調とした持続的に発展する

ことができる社会が構築されることを旨として行わなければならない。 

３ 環境の保全は、すべての者が参加し、適正な役割分担の下に自主的かつ積極的に取り組まなけ

ればならない。 

４ 環境の保全は、すべての者がこれを自らの課題として認識し、あらゆる日常生活及び事業活動

において推進されなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める環境の保全についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、環境の保全に関する地域の自然的社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、及

び実施しなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる

公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売

その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄さ

れることによる環境への負荷の低減に資するよう努めるとともに、その事業活動において、再生

資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう努めなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う

環境への負荷の低減、緑化の推進その他環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、市が実施す

る環境の保全に関する施策に協力しなければならない。 
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（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う

資源及びエネルギーの節約、廃棄物の排出の抑制等その他環境への負荷の低減に努めなければな

らない。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら積極的に努めると

ともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。 

（滞在者の責務） 

第７条 通勤、通学、旅行等で市に滞在する者（市を通過する者を含む。）は、環境への負荷の低減

その他の環境の保全に努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければ

ならない。 

 （環境の保全に関する施策の基本方針） 

第８条 市は、環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念にのっと

り、次に掲げる事項の確保を旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。 

 ⑴ 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、

大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。 

 ⑵ 生態系の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境

が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。 

 ⑶ 人と自然との豊かなふれあいを確保するとともに、地域の個性を生かした良好な景観の形成、

歴史的文化的遺産の保全及び活用を図ることにより、潤いと安らぎのある良好な環境を確保す

ること。 

 ⑷ 環境に配慮した負荷の少ない循環型社会を構築するため、エネルギーの有効利用、資源の再

資源化、廃棄物の減量化等を促進すること。 

（環境基本計画） 

第９条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関

する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 ⑴ 環境の保全に関する目標及び施策の方向性 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必

要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民、事業者又はこれらの者の組織する団体（以

下「市民等」という。）の意見を反映する措置を講ずるとともに、那須烏山市環境審議会設置及び

運営条例（平成 19年那須烏山市条例第４号）に定める那須烏山市環境審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

６ 市長は、毎年度、環境の状況及び環境基本計画に基づき実施された施策の実施状況を明らかに

した年次報告書を作成し、これを公表するものとする。 

 （市の施策の策定に当たっての配慮） 

第 10条 市は、施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るとともに

環境への負荷が低減されるよう十分に配慮するものとする。 

 （環境の保全上の規制等の措置） 

第 11条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要があると認めるときは、適切かつ迅速に

指導、助言、規制等の措置を講ずるものとする。 

 （経済的な助成の措置） 

第 12条 市は、市民等が自ら行う環境への負荷の低減に係る施設の整備その他の環境の保全に関す

る活動を推進するため、必要があると認めるときは、経済的な助成措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

（環境の保全に関する施設の整備及び事業の推進） 

第 13条 市は、自然環境を適正に保全し、又はその健全な利用を図るため、必要があると認めると

きは、公共的施設の整備及び事業を推進する措置を講ずるよう努めるものとする。 
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（資源の循環的利用の推進） 

第 14条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業に当た

っては、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に努めるものとする。 

２ 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民等による資源の循環的な利用、エネルギーの有効

利用及び廃棄物の減量が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（環境管理体制の整備の推進） 

第 15条 市は、市の施策や事業の実施に当たり環境への負荷の低減を図るため、環境管理に関する

体制の整備を率先して推進しなければならない。 

２ 市は、事業者によるその事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、事業者の環境管理に

関する体制の整備を推進することができるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（環境の保全に関する教育及び学習の振興） 

第 16条 市は、関係機関及び関係団体と協力して、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに

環境の保全に関する広報活動の充実を図ることにより、市民等がその理解を深めるとともに、こ

れらの者の環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（市民等の自発的活動の促進） 

第 17条 市は、市民等が自発的に行う環境の保全に関する活動を促進するため、必要な措置を講ず

るものとする。 

（情報の提供） 

第 18条 市は、前２条に定める事項を推進するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ

環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。 

（調査及び研究の実施） 

第 19条 市は、環境の保全に関する施策を適正に推進するため、公害の防止、自然環境の保全その

他の環境の保全に関する事項について、情報の収集に努めるとともに、必要な調査及び研究を行

うよう努めるものとする。 

（監視等の体制の整備） 

第 20条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な

監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。 

（環境の保全に関する施策の調整及び推進） 

第 21条 市は、環境の保全に関する施策の総合的な調整及び効果的な推進を図るため、必要な体制

の整備に努めるものとする。 

（市民等の意見の反映） 

第 22条 市は、市民等の意見を環境の保全に関する施策に反映させるため、必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

（国及び他の地方公共団体との協力） 

第 23条 市は、環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するに当たり、広域的な取組を必要と

するものについては、国及び他の地方公共団体と協力して推進するよう努めなければならない。 

（地球環境の保全の推進） 

第 24条 市は、地球温暖化の防止、その他の地球環境の保全に資する施策を積極的に推進する。 

（委任） 

第 25条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 20年４月１日から施行する。 
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◆那須烏山市環境審議会設置及び運営条例  

 

那須烏山市環境審議会設置及び運営条例 

 

平成19年３月26日条例第４号 

改正 

平成20年２月12日条例第１号 

平成27年11月30日条例第35号 

平成30年11月30日条例第７号 

令和２年３月３日条例第23号 

 

那須烏山市環境審議会設置及び運営条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、環境基本法（平成５年法律第91号）第44条及び地方自治法（昭和22年法

律第67号）第138条の４の規定に基づき、市長の附属機関としての環境審議会の設置、組織

及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させるため、市に那須

烏山市環境審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第３条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申

するものとする。 

(１) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、環境の保全における基本的な事項に関すること。 

（組織等） 

第４条 審議会は、15人以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。 

(１) 事業者を代表する者 

(２) 学識経験のある者 

(３) 関係行政機関の職員 

(４) 市民団体を代表する者 

(５) 公募により選考した者 

(６) 前各号に掲げる者のほか、環境の保全に関し優れた識見を有する者 

２ 委員の任期は、２年以内において市長が定める期間とする。ただし、委員が欠けたときに

おける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員は、非常勤とする。 

一部改正〔平成27年条例35号・令和２年23号〕 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
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３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

 

（専門委員） 

第７条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことがで

きる。 

２ 専門委員は、市長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

４ 専門委員は、非常勤とする。 

（報酬等） 

第８条 審議会の委員（第４条第１項第３号の委員を除く。）及び専門委員の報酬及び費用弁

償については、那須烏山市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成17年

10月那須烏山市条例第31号）の定めるところによる。 

一部改正〔令和２年条例23号〕 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、まちづくり課において処理する。 

一部改正〔平成20年条例１号・30年７号〕 

（委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審議会の会

議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年２月12日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年11月30日条例第35号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（環境審議会の委員に関する経過措置） 

４ この条例の施行の際現に那須烏山市環境審議会の委員である者は、この条例の施行の日に

第４条の規定による改正後の那須烏山市環境審議会設置及び運営条例（以下「新環境審議会

条例」という。）第４条第１項の規定により那須烏山市環境審議会の委員として任命された

ものとみなす。この場合において、その任命された者の任期は、新環境審議会条例第４条第

２項の規定にかかわらず、その者の那須烏山市環境審議会の委員としての任期の残任期間と

同一の期間とする。 

附 則（平成30年11月30日条例第７号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３日条例第23号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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◆那須烏山市環境審議会委員名簿  

番号 氏名 区分 所属 

１  滝田 正子  
事業者を代表する者 

（第１号委員） 
那須烏山商工会 女性部長 

２ 島崎 健一 
事業者を代表する者 

（第１号委員） 
那須烏山市観光協会 会長 

３ ◎中山 正樹 
事業者を代表する者 

（第１号委員） 
那須南農業協同組合 代表理事組合長 

４ 荒井 丈夫 
学識経験のある者 

（第２号委員） 
栃木県地球温暖化防止活動推進員 

５ 髙橋 若菜 
学識経験のある者 

（第２号委員） 
宇都宮大学国際学部 教授 

６ 伊東 佳久 
関係行政機関の職員 

（第３号委員） 
栃木県県北環境森林事務所 環境部長 

７ 大谷 光幸 
関係行政機関の職員 

（第３号委員） 

南那須地区広域行政事務組合 

保健衛生センター所長 

８ ○中山 粂男 
市民団体を代表する者 

（第４号委員） 
那須烏山自治会連合会 会長 

９ 三森 紀子 
市民団体を代表する者 

（第４号委員） 
那須烏山市女性団体連絡協議会 

10 塩谷 均 
市民団体を代表する者 

（第４号委員） 
那須烏山市林業振興会 監事 

11 福田 千晶 
公募により選考した者 

（第５号委員） 
公募委員 

◎会長  ○副会長                      （順不同・敬称略） 

 

◇事務局 

番号 氏名 所属 備考 

1 小原沢 一幸 那須烏山市まちづくり課参事兼課長  

2  平山  航太 那須烏山市まちづくり課 環境グループ 課長補佐（総括）  

3  小室  貴紀 那須烏山市まちづくり課 環境グループ 係長  
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◆諮問・答申  
 

那烏まち第７８号 

令和５年９月１日 
 

那須烏山市環境審議会 

会 長 中 山 正 樹  様 
 

那須烏山市長 川 俣 純 子 
 

第３次那須烏山市環境基本計画について（諮問） 
 

標記の件について、那須烏山市環境審議会設置及び運営条例（平成 19年３月那須烏山市条例第４

号）第３条の規定に基づき、第３次那須烏山市環境基本計画の策定について、貴審議会に諮問しま

す。 

 
 
 

令和６年２月１９日 
 

那須烏山市長 川 俣 純 子  様 
 

那須烏山市環境審議会 

会長 中 山 正 樹 
 

第３次那須烏山市環境基本計画について（答申） 
 

令和５年９月１日付け那烏まち第 78 号で諮問のあった「第３次那須烏山市環境基本計画」に

ついて、当審議会において慎重に審議した結果、別添「第３次那須烏山市環境基本計画（案）」

は妥当と認め、那須烏山市環境審議会設置及び運営条例（平成 19 年３月那須烏山市条例第４号）

第３条の規定に基づき、下記の意見を付して答申いたします。 
 

記 
 

１ 本計画は、那須烏山市地球温暖化対策実行計画・区域施策編及び事務事業編、那須烏山市

地域気候変動適応計画を包括した計画であり、それぞれの取組内容等について十分な周知を

図られるように努められたい。 
 

２ 本計画の推進にあたっては、市民、事業者及び行政が十分に緊密な連携・協働を図り着実

な実施に努めるとともに、ＰＤＣＡサイクルによる適切な進行管理を行い社会状況の変化や

環境指標の達成状況などを勘案し必要に応じて計画を見直し、那須烏山市の目指すべき環境

像「人と自然が共生し未来へつなぐ環境に配慮した地域づくり」の実現に努められたい。 
 

３ 地球温暖化対策やゼロカーボンシティの実現については、「誰一人取り残さない」社会の実

現を目指すＳＤＧｓの理念に基づいて、市民、事業者及び行政が一体となって推進するように

努められたい。 
 

４ ごみの排出抑制に向け、ごみの減量や分別の徹底及び出し方の周知を図り、資源循環型社会

を構築するための普及啓発に努められたい。 
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◆計画策定の経緯  

期日 内容 

令和５（2023）年４月 20 日 
政策調整会議 

○第３次環境基本計画策定方針（案）及びスケジュールについて 

令和５（2023）年５月 15 日 
庁議 

○第３次環境基本計画策定方針（案）及びスケジュールについて 

令和５（2023）年９月 １日 

第 1 回那須烏山市環境審議会 

○会長及び副会長の互選 

○第３次環境基本計画策定方針及びスケジュールについて 

○第３次那須烏山市環境基本計画骨子案について 

令和５（2023）年９月 １日 諮問 

令和５（2023）年 11月 16日 
第２回那須烏山市環境審議会 

○第３次那須烏山市環境基本計画素案について 

令和５（2023）年 12月 13日 
政策調整会議 

○第３次那須烏山市環境基本計画素案について 

令和６（2024）年１月 ９日 
庁議 

○第３次那須烏山市環境基本計画素案について 

令和６（2024）年１月 15 日 

～２月 13日 

パブリックコメント 

令和６（2024）年２月 19日 

第３回那須烏山市環境審議会 

○第３次那須烏山市環境基本計画（案）について 

○審議会答申書（案）について 

令和６（2024）年２月 19日 答申 

令和６（2024）年３月 ６日 第３次那須烏山市環境基本計画の決定 
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